
認定事業計画の概要 
○ 会津地域の遊休耕作地（４ｈａ）を利用し、こんにゃく芋を生産。自社の加工施設により、 
 こんにゃく、ところてん等の加工を行い、卸や通信販売により販売しています。 
○ 農地を利用した自社生産のこんにゃく芋の生産と、これらを原料とした新たなこんにゃく商 
 品を開発し、通信販売やインターネットによる販売を行うこととしています。 
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 明治元年に創業を開始。平成２４年３月に米粒状のこん
にゃく「こんにゃくざんまい」、６月には「こんにゃくラー
メン」を販売しました。 
 また、平成２５年３月から新商品「くずきり」（原料に、
寒天、こんにゃく、くず粉を使用）を開発し、大手スーパー
向けに卸販売を開始し、年間１００万食を見込んでいます。 
 商品開発に際しては、安全性や品質の均一性を重点に考慮
し、販路開拓に際しては、テレビショップの企画会社と提携
を行うことで実現しました。 
 今後は、平成２８年度までに遊休耕作地を活用し、こん
にゃく畑を２０ﾍｸﾀｰﾙに拡大しながら、安定的な原料の確保を
図ることとしています。 
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